
(3)

委
員
会
別
の
成
立
し
た
法
律
・
条
約
等
の
要
旨
及
び
本
会
議
に
お
け
る
委
員
長
報
告
（
議
案
審
議
表
付
）

○
内
閣
委
員
会

内
閣
提
出
法
律
案
（
三
件
）

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
名

提
出

提
　
出

月
　
日

本
院
に
受
領

又
は
（
衆
）
へ

送
付
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

４

農
林
水
産
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
案

五
八
、
一
、
二
八

　
五
八
、
四
、
一
九

受
　
　
　
領

五
八　

一
、
二
八

　
　
　
　
（
予
）

五
八
、
四
、
二
六

可
　
　
決

五
八
、
四
、
二
七

可
　
　
　
決

五
八
、
一
、
二
八

五
八
、
四
、
一
五

可
　
　
決

五
八
、
四
、
一
九

可
　
　
決

22

恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
案

二
、
八

　
　
　
四
、
二
六

受
　
　
　
領

二
、
八

　
（
予
）

　
五
、
一
〇

可
　
　
決

　
　
五
、
一
一

可
　
　
決

二
、
八

　
　
四
、
二
六

可
　
　
決

　
　
四
、
二
六

可
　
　
決

49
衆
議
院
議
員
提
出
法
律
案
（
二
件
）

三
、
二
五

　
　
五
、
一
〇

受
　
　
　
領

五
　
、
一
一

　
　
五
、
一
九

可
　
　
決

　
　
五
、
二
〇

可
　
　
決

四
、
一
九

　
　
四
、
二
八

可
　
　
決

　
　
五
、
一
〇

可
　
　
決

五
八
、
五
、
一
一

本
会
議
で
趣

旨
説
明
聴
取

臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
設
置
法
案

番
　
号

件
　
　
　
　
　
　
　
名

提
　
出
　
者

（
月
　
　
　
日
）

予
備
送

付
月
日

本
院
へ

提
出
月
日

参
　
　
　
議
　
　
　
院

衆
　
　
　
議
　
　
　
院

備
　
　
考

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

委
員
会

付
　
　
託

委
員
会

議
　
　
決

本
会
議

議
　
　
決

３

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法

律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案

矢
山
有
作
君

外
　
　
五
　
　
名

　
（
五
八
、
三
、
一
五
）

五
八
、
五
、
一
九

五
八
、
五
、
一
九

　
　
　
　
　
（
予
）

五
八
、
五
、
一
九

継
　
続
　
審
　
査

17

国
家
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
案

和
田
一
仁
君

外
　
　
二
　
　
名

　
　
　
（
五
、
二
三

五
、
二
四

五
、
二
四

（
予
）

五
、
二
四

継
　
続
　
審
　
査



農
林
水
産
省
設
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
号
）
（
衆

議
院
送
付
）

五
八
、
　
一
、
二
八
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
四
、
一
九
　
衆
可
決

　
　
　
　
四
、
二
七
　
参
可
決

要
旨　

本
案
は
、
農
業
に
関
す
る
技
術
上
の
基
礎
的
調
査
研
究
の
一
層
の

推
進
を
図
る
た
め
、
農
林
水
産
省
の
本
省
の
附
属
機
関
と
し
て
農
業

生
物
資
源
研
究
所
及
び
農
業
環
境
技
術
研
究
所
を
設
置
し
、
こ
れ
に

伴
い
農
業
技
術
研
究
所
及
び
植
物
ウ
イ
ル
ス
　
研
究
所
を
廃
止
し
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
農
林
水
産
省
設
置
法
の
一
部
を
改

　
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経

　
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
わ
が
国
農
業
を
め
ぐ
る
諸
情
勢
の
変
化
と
昨
今
の

　
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
初
め
と
す
る
革
新
的
技
術
開
発
手
法
の
進

展
に
対
応
し
て
、
農
業
に
関
す
る
技
術
上
の
基
礎
的
調
査
研
究
の
一

層
の
推
進
を
図
る
た
め
、
農
林
水
産
省
の
本
省
の
附
属
機
関
と
し
て

農
業
生
物
資
源
研
究
所
及
び
農
業
環
境
技
術
研
究
所
を
設
置
し
、
こ

れ
に
伴
い
農
業
技
術
研
究
所
及
び
植
物
ウ
イ
ル
ス
研
究
所
を
廃
止
し

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
新
設
さ
れ
る
研
究
機
関
の
行
う
研
究

内
容
及
び
そ
の
成
果
、
臨
調
答
申
と
新
研
究
機
関
設
置
と
の
関
連
、

。
。
バ
イ
オ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
研
究
方
向
、
植
物
ウ
イ
ル
ス
研
究
所
の
廃

止
と
研
究
者
の
配
置
転
換
、
米
の
需
給
等
当
面
す
る
農
林
水
産
政
策

等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ

っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
な
く
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数

を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
自
由
民
主
党
・
自
由
国
民
会
議
、
日

本
社
会
党
、
公
明
党
・
国
民
会
議
、
民
社
党
・
国
民
連
合
及
び
無
党

派
ク
ラ
ブ
の
共
同
提
案
に
係
る
新
研
究
所
発
足
を
契
機
に
留
意
す
べ

き
事
項
等
二
項
目
に
わ
た
る
附
帯
決
議
が
全
会
一
致
を
も
っ
て
行
わ

れ
ま
し
た
。

　
以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。



恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣

法
第
二
二
号
）
（
衆
議
院
送
付
）

五
八
、
　
二
、
　
八
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
四
、
二
六
　
衆
可
決

　
　
　
　
五
、
一
一
　
参
可
決

要
旨

　
　
本
案
は
、
長
期
在
職
の
七
十
歳
以
上
の
旧
軍
人
等
に
係
る
仮
定
俸

　
給
を
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、
傷
病
者
遺
族
特
別
年
金
の
年
額
に
加

　
算
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お

　
り
で
あ
る
。

　
一
、
長
期
在
職
の
旧
軍
人
等
に
係
る
仮
定
俸
給
の
改
善

　
　
　
長
期
在
職
の
旧
軍
人
に
係
る
普
通
恩
給
又
は
扶
助
料
で
七
十
歳

　
　
以
上
の
者
又
は
七
十
歳
未
満
の
妻
子
に
給
す
る
も
の
の
年
額
計
算

　
　
の
基
礎
と
な
る
仮
定
俸
給
の
格
付
を
、
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
か

　
　
ら
一
号
俸
引
き
上
げ
る
こ
と
。

　
二
、
傷
病
者
遺
族
特
別
年
金
の
改
善

　
　
　
傷
病
者
遺
族
特
別
年
金
に
、
昭
和
五
十
八
年
十
月
か
ら
遺
族
加

　
　
算
と
し
て
年
額
四
万
八
千
円
の
加
算
を
行
い
、
こ
れ
に
伴
う
所
要

の
調
整
を
行
う
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
恩
給
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

　
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
内
閣
委
員
会
に
お

　
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
の
内
容
は
、
長
期
在
職
の
旧
軍
人
に
係
る
普
通
恩
給
ま

　
た
は
扶
助
料
で
、
七
十
歳
以
上
の
者
ま
た
は
七
十
歳
未
満
の
妻
子
に

　
給
す
る
も
の
の
年
額
計
算
の
基
礎
と
な
る
仮
定
俸
給
の
格
付
け
を
、

　
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
か
ら
一
号
俸
引
き
上
げ
て
恩
給
年
額
を
増
額

　
す
る
と
と
も
に
、
傷
病
者
遺
族
特
別
年
金
に
昭
和
五
十
八
年
十
月
か

　
ら
年
額
四
万
八
千
円
の
遺
族
加
算
を
行
い
、
こ
れ
に
伴
う
所
要
の
調

　
整
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
恩
給
年
額
を
引
き
上
げ
な
か
っ
た
理

　
由
、
恩
給
の
増
額
と
人
事
院
勧
告
及
び
恩
給
法
第
二
条
ノ
二
の
規
定

　
と
の
関
連
、
長
期
在
職
の
旧
軍
人
等
に
係
る
仮
定
俸
給
の
今
後
の
引

　
き
上
げ
方
針
、
戦
地
勤
務
に
服
し
た
旧
日
赤
看
護
婦
等
の
慰
労
給
付

　
金
の
引
き
上
げ
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細

　
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
　
質
疑
を
終
わ
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
安
武



委
員
よ
り
、
昭
和
五
十
七
年
度
の
人
事
院
の
給
与
勧
告
に
基
づ
き
昭

和
五
十
八
年
四
月
か
ら
恩
給
年
額
を
増
額
す
る
こ
と
等
を
内
容
と
す

る
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

　
本
修
正
案
は
予
算
を
伴
う
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で
政
府
の
意
見
を

聴
取
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
丹
羽
総
理
府
総
務
長
官
か
ら
、
政
府

と
し
て
は
反
対
で
あ
る
旨
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

　
討
論
な
く
、
採
決
に
入
り
、
安
武
委
員
提
出
の
修
正
案
は
賛
成
少

数
を
も
っ
て
否
決
さ
れ
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り

可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
な
お
、
本
法
律
案
に
対
し
、
各
派
共
同
提
案
に
係
る
恩
給
の
改
定

実
施
時
期
の
一
体
化
等
七
項
目
に
わ
た
る
附
帯
決
議
が
全
会
一
致
を

も
っ
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

　
以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
設
置
法
案
（
閣
法
第
四
九
号
）
（
衆
議
院
送

付
）

五
八
、
　
三
、
二
五
　
内
閣
提
出

　
　
　
　
四
、
一
九
　
衆
本
会
議
趣
旨
説
明

　
　
　
　
五
、
一
〇
　
衆
可
決

要
旨

五
、
一
一
　
参
本
会
議
趣
旨
説
明

五
、
二
〇
　
参
可
決

　
本
案
は
、
臨
時
行
政
調
査
会
の
第
四
次
答
申
を
最
大
限
に
尊
重
す

る
旨
の
基
本
的
対
処
方
針
を
踏
ま
え
て
、
総
理
府
に
臨
時
行
政
改
革

推
進
審
議
会
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
主
な
内
容
は

次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
た
適
正
か
つ
合
理
的
な
行
政

　
の
実
現
を
推
進
す
る
た
め
、
総
理
府
に
、
附
属
機
関
と
し
て
、
臨

　
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
を
設
置
す
る
こ
と
。

二
、
審
議
会
は
、
臨
時
行
政
調
査
会
の
行
つ
た
行
政
改
革
に
関
す
る

　
答
申
を
受
け
て
講
ぜ
ら
れ
る
行
政
制
度
及
び
行
政
運
営
の
改
善
に

　
関
す
る
施
策
に
係
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
し
、
そ
の
結

　
果
に
基
づ
い
て
内
閣
総
理
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
ほ
か
、
内
閣
総

　
理
大
臣
の
諮
問
に
応
じ
て
答
申
す
る
こ
と
。

三
、
審
議
会
は
、
行
政
の
改
善
問
題
に
関
し
て
優
れ
た
識
見
を
有
す

　
る
者
の
う
ち
か
ら
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
内
閣
総
理
大
臣
が
任

　
命
す
る
非
常
勤
の
委
員
七
人
を
も
つ
て
構
成
し
、
事
務
局
を
置
く

　
こ
と
。



四
、
審
議
会
は
、
行
政
機
関
の
長
等
に
対
し
て
資
料
の
提
出
、
意
見

　
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

　
ほ
か
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
自
ら
そ
の
運
営
状

　
況
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

五
、
審
議
会
は
、
本
法
律
施
行
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
し
た

　
日
に
廃
止
す
る
こ
と
。

委
員
長
報
告

　
　
た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
臨
時
行
政
改
革
推
進
審
議
会
設
置

　
法
案
に
つ
き
ま
し
て
、
内
閣
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果

　
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　
　
本
法
律
案
は
、
臨
時
行
政
調
査
会
の
第
四
次
答
申
を
踏
ま
え
て
、

　
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
対
応
し
た
適
正
か
つ
合
理
的
な
行
政
の
実

　
現
を
推
進
す
る
た
め
、
総
理
府
に
、
附
属
機
関
と
し
て
臨
時
行
政
改

　
革
推
進
審
議
会
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
審
議

　
会
は
、
臨
時
行
政
調
査
会
の
行
っ
た
行
政
改
革
に
関
す
る
答
申
を
受

　
け
て
講
ぜ
ら
れ
る
行
政
制
度
及
び
行
政
運
営
の
改
善
に
関
す
る
施
策

　
に
係
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
調
査
審
議
し
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て

　
内
閣
総
理
大
臣
に
意
見
を
述
べ
る
ほ
か
、
内
閣
総
理
大
臣
の
諮
問
に

　
応
じ
て
答
申
す
る
こ
と
を
任
務
と
し
て
お
り
ま
す
。
審
議
会
の
構
成

は
、
行
政
の
改
善
問
題
に
関
し
て
す
ぐ
れ
た
識
見
を
有
す
る
者
の
う

ち
か
ら
、
両
議
院
の
同
意
を
得
て
、
内
閣
総
理
大
臣
が
任
命
す
る
非

常
勤
の
委
員
七
人
で
組
織
し
、
審
議
会
の
調
査
事
務
を
処
理
す
る
た

め
、
事
務
局
を
置
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
な
お
、
審
議
会
は
政
令
で
定
め
る
施
行
期
日
か
ら
三
年
を
経
過
し

た
日
に
廃
止
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

　
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
審
議
会
設
置
の
必
要
性
、
審
議
会
の

任
務
、
性
格
、
本
審
議
会
と
臨
調
第
四
次
答
申
と
の
関
連
及
び
既
存

の
各
種
審
議
会
等
と
の
調
整
問
題
等
の
ほ
か
、
行
革
大
綱
の
今
後
の

策
定
見
通
し
並
び
に
電
電
、
専
売
各
公
社
の
改
革
問
題
を
初
め
総
合

管
理
庁
の
設
置
、
国
土
庁
な
ど
三
庁
統
合
問
題
等
広
範
多
岐
に
わ
た

っ
て
質
疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御

承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

　
質
疑
を
終
わ
り
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
社
会
党
を

代
表
し
て
野
田
委
員
、
日
本
共
産
党
を
代
表
し
て
安
武
委
員
よ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
反
対
の
旨
の
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。

　
次
い
で
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お

り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

　
以
上
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。




